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(57)【要約】
【課題】  画面表示の不具合をなくすとともに、液晶パ
ネルの装着及び取り外しを容易にする。
【解決手段】  液晶パネル等の平面形表示パネル２の周
囲を保持する保持枠１１の保持壁１５に、パネル材４、
５の境界面よりも下方側から、上端へ向かって次第に表
示パネル２から離間するテーパ部３１を形成し、パネル
材４、５同士の境界よりも下方のパネル材４側にて、こ
の下方のパネル材４の端面だけに当接する保持面１５ａ
を設ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  一対の基板を対向配置して構成した平面
形表示パネルと、前記表示パネルの裏面側基板を支持す
る保持枠と、前記保持枠に対向して前記表示パネルの表
面側基板を支持する表面側外枠とを備え、前記保持枠は
前記裏面側基板の端面および周辺面にそれぞれ当接する
端面支持部および周辺支持部を有し、かつ前記端面支持
部の支持面上端部と前記周辺支持部の支持面との距離が
前記裏面側基板の厚みより小さいことを特徴とするフラ
ットパネル型表示装置。
【請求項２】  前記端面支持部には前記外枠に向けて延
在する表面側突出部を有し、前記表面側突出部には前記
端面支持部の支持面上端部から外枠に向かって基板端面
との距離がしだいに遠ざかるような傾斜が設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載のフラットパネル型
表示装置。
【請求項３】  前記端面支持部は選択的に設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載のフラットパネル型
表示装置。
【請求項４】  前記表示パネルは液晶表示パネルであ
り、かつ前記保持枠の前記液表示パネルの支持側と反対
側にはバックライト用の導光板を収容するための導光板
収容壁を有するとともに、前記導光板を支持する裏面側
外枠を有することを特徴とする請求項１に記載のフラッ
トパネル型表示装置。
【請求項５】  前記表示パネルは液晶表示パネルであ
り、かつ前記保持枠の液晶表示パネルと反対側には光反
射板を収容する反射板収容壁を有するとともに、前記反
射板を支持する裏面側外枠を有することを特徴とする請
求項１に記載のフラットパネル型表示装置。
【請求項６】  前記裏面側基板の面積は前記表面側基板
の面積より大きいことを特徴とする請求項１に記載のフ
ラットパネル型表示装置。
【請求項７】  前記裏面側基板は、その端面と前記周支
持部に当接する面との間の稜線部が面取り加工されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のフラットパネル型
表示装置。
【請求項８】  前記保持枠の角部には前記端面支持部が
前記裏面側基板の角部と離間するように前記端面支持部
が選択的に設けられていることを特徴とする請求項２に
記載のフラットパネル型表示装置。
【請求項９】  前記表示パネルの少なくとも一辺では対
向する基板の端面が実質的に同一面内に位置しているこ
とを特徴とする請求項１に記載のフラットパネル型表示
装置。
【請求項１０】  前記外枠は表面側外枠と裏面側外枠と
から構成され、前記表面側外枠は前記表示パネルを構成
する他方の基板を前記保持枠側に押しつけるように構成
されているとともに、前記裏面側外枠は前記保持枠を前
記表示パネル側に押しつけるように構成されていること
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を特徴とする請求項１に記載のフラットパネル型表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は液晶表示装置等の
フラットパネル型表示装置に関し、とくに、平面形表示
パネルの支持構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、装置の小型、軽量、薄型化に伴
い、各種機器に用いられる液晶表示装置を代表とするフ
ラットパネル形電子ディスプレイデバイス（以下、フラ
ットパネル型表示装置と称す）も薄型化されつつあり、
この平面形表示パネルの支持構造も、薄型化に合わせて
工夫されている。
【０００３】以下に、従来例として、バックライトを備
えた液晶表示装置の例をフラットパネル型表示装置の一
例として説明する。
【０００４】図８に示すように、従来の液晶表示装置１
は、矩形状の液晶パネル２と、この液晶パネル２の下面
側に設けられた矩形状のバックライト用の導光板３とを
有している。液晶パネル２は、互いに貼り合わされた一
対のガラス板からなるパネル材４、５と、これらパネル
材４、５の表裏に設けられた偏光板６とから構成されて
いる。下方のパネル材４は、導光板３からの光の制御を
行うシャッタ機能が付加されたＴＦＴパネルである。上
方のパネル材５はカラー表示させるための三原色のドッ
トが設けられたカラーフィルタ（ＣＦ）パネルである。
【０００５】液晶パネル２及び導光板３は、その周囲
が、矩形の枠状に形成された合成樹脂製の保持枠１１と
外枠１６，１７との間に挟まれて保持されている。
【０００６】保持枠１１には、その上部側に、周方向へ
わたって保持壁１５が形成されており、この保持壁１５
の内周側に液晶パネル２が配設されてその内面である保
持面１５ａによって互いに面方向に沿って並設された状
態に位置決めされて保持されている。
【０００７】また、保持枠１１には、その下方側に、保
持凹部１２が形成されており、この保持凹部１２に、導
光板３が嵌め込まれて保持されている。また、この保持
枠１１には、導光板３と液晶パネル２との間に、周方向
へわたって介在されたスペーサ部１３が形成されてお
り、このスペーサ部１３を介して導光板３の上方側に、
液晶パネル２が、その下方のパネル材４をスペーサ部１
３に当接させた状態に配設されている。
【０００８】上記のように、液晶パネル２及び導光板３
の周囲を保持する保持枠１１には、その下方及び上方
に、断面形状がＬ字状の枠体からなる上下の保持金具等
の外枠１６、１７が嵌め込まれ、これら外枠１６、１７
を嵌合結合させることによって、導光板３及び液晶パネ
ル２が保持枠１１と一体化され、液晶表示モジュールが
構成される。



(3) 特開２００１－８３９０１

10

20

30

40

50

3
【０００９】そしてこのような液晶表示モジュールが、
情報処理機器の表示用筐体に取り付けられるようになっ
ている。
【００１０】液晶パネル２は図９Ａおよび図９Ｂに示す
ように、ＴＦＴ基板４の隣接する二辺に沿って設けられ
た電極端子（図示せず）が露出するようにＣＦ基板５の
２辺がＴＦＴ基板４の端面から後退した位置に配置され
るように構成されている。そして、図９Ｃに示すよう
に、制御用半導体ＩＣが実装されたプリント基板２３と
ＴＦＴ基板４の電極端子とがＴＣＰ（テープ・キャリア
・パッケージ）２４を介して電気的に接続される。
【００１１】このような液晶表示パネル２を制作するに
は、まず、図１０Ａに示すように、同一外形のパネル材
４、５を張り合わせたパネル２ａに、ＴＦＴパネルであ
るパネル材４側から所定の外形（図１０Ａ中一点鎖線４
１にて示す外形）に沿って、図１０Ｂに示すように、高
浸透カッター２１によって切断溝２０１を付け、その
後、このパネル２ａを反転させて切断溝２０１の反対側
からハンマーによって所定の衝撃を加えてＴＦＴパネル
であるパネル材４のみを割る。
【００１２】次に、図１０Ｃに示すように、ＣＦパネル
であるパネル材５側から所定の外形（図１０Ｃ中二点鎖
線５１にて示す外形）に沿って、同様に高浸透カッター
２１によって切断溝を付け、その後、このパネル２ａを
反転させて切断溝の反対側からハンマーによって所定の
衝撃を加えてＣＦパネルのみを割る。
【００１３】このようにすると、図９Ａに示すように、
所定の外形に形成されたパネル材４、５からなる液晶パ
ネル２が得られる。
【００１４】上記のように外周を切断した液晶パネル２
は、図９Ｂに示すように、その切断面における表裏の角
部を研磨することにより面取り加工が施される。なお、
この面取り加工は、ＴＣＰが接続される電極を有する長
手方向及び幅方向の各一辺におけるパネル材４のパネル
材５との接着面側の角部にも施される。
【００１５】そして、上記のように面取り加工を施した
液晶パネル２は、電極を有する長手方向及び幅方向の各
一辺に、図９Ｃに示すように、ＴＣＰ２４を介してプリ
ント基板２３が接続され、その後、保持枠１１の保持壁
１５内に納められていた。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記のよう
に、パネル２ａを所定の外形となるように切断して液晶
パネル２を製造する場合、ＴＣＰ２４が接続されない長
手方向及び幅方向の他の各一辺では、パネル材４、５の
切断面が一致するように同一外形にて切断されるが、パ
ネル材４、５同士の境界には、図１１に示すように、最
大で約０.３mm程度のずれが生じて、鋭いエッジ５０１
が露出した状態となることがあった。
【００１７】このエッジ５０１は、ずれが微小であるた
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め、面取り加工を施すことができず、このため、そのま
ま保持枠１１の保持壁１５内に収納させて保持させざる
を得なかった。
【００１８】そして、このように、パネル材４、５同士
にずれが生じた状態の液晶パネル２を、図１２Ａ及び図
１２Ｂに示すように、導光板３とともに保持枠１１によ
って支持して液晶表示装置１とする場合、液晶パネル２
の保持枠１１への装着時あるいは装着後に、パネル材
４、５のずれによって生じたパネル材４のエッジ４０１
またはパネル材５のエッジ５０１が保持枠１１の保持壁
１５の保持面１５ａを削ってしまうことがあった。
【００１９】そして、このように保持壁１５の保持面１
５ａが削られると、この保持壁１５が削られた異物が、
液晶パネル２と導光板３との間へ入り込んで、導光板３
からの光を部分的に遮り、液晶表示装置１による表示に
不具合を生じさせてしまうという問題があった。この問
題は導光板の代わりに反射板を採用した反射形液晶表示
装置においても同様に生ずる。
【００２０】また、保持枠１１は、その保持壁１５によ
って、液晶パネル２の周囲を囲うように厚さ方向にわた
って設けられたものであるので、検査、メンテナンスあ
るいは交換のため液晶パネル２の取り外し作業が困難で
あるばかりか、液晶パネル２の保持枠１１への装着にも
多大な手間を要するという問題があった。
【００２１】言うまでもなく、これらの問題は液晶表示
パネルに限らず、２枚のガラス基板を対向配置して構成
する他のフラットパネル型表示装置、例えばプラズマデ
ィスプレイ装置などでも発生する問題である。
【００２２】したがって、この発明の目的は、液晶表示
パネル等の平面形表示パネルのエッジにより保持枠が削
られることを抑制することができる保持枠構造を有する
フラットパネル型表示装置を提供することにある。
【００２３】また、本発明の他の目的は、異物による表
示不良の発生を抑制できる保持枠構造を有するフラット
パネル型表示装置を提供することにある。
【００２４】本発明のさらに他の目的は、表示パネルの
装着及び取り外しを容易に行うことが可能な保持枠構造
を有するフラットパネル型表示装置を提供することにあ
る。
【００２５】
【課題を解決するための手段】本発明の表示装置によれ
ば、一対の基板を対向配置して構成した表示パネルと、
この表示パネルの裏面側基板を支持する保持枠と、この
保持枠に対向して示パネルの表面側基板を支持する表面
側外枠とを備える表示装置において、保持枠には裏面側
基板の端面および周辺面にそれぞれ当接する端面支持部
および周辺支持部が設けられている。かつ保持枠の端面
支持部の支持面上端部と周辺支持部の支持面との距離が
裏面側基板の厚みより小さいことを特徴とする。
【００２６】また、このような表示装置において、端面
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支持部には外枠に向けて延在する表面側突出部を有し、
表面側突出部には端面支持部の支持面上端部から外枠に
向かって基板端面との距離がしだいに遠ざかるような傾
斜が設けられていることを特徴とする。これにより、液
晶パネルを保持枠へ収納させる際に、保持壁に形成され
たテーパ部によって、液晶パネルが保持壁内へ円滑に案
内されて収納されるので、保持枠への液晶パネルの収納
作業の容易化を図ることができる。
【００２７】この端面支持部は選択的に設けられてもよ
い。つまり、保持壁に形成された切欠部にて保持枠に収
納された液晶パネルの端面を把持することができるの
で、液晶パネルの検査、メンテナンスあるいは交換時に
おける液晶パネルの取り外し作業の容易化を図ることが
できる。
【００２８】また、上記フラットパネル型表示装置にお
いて、表示パネルは液晶表示パネルであり、かつ保持枠
の液表示パネルの支持側と反対側にはバックライト用の
導光板を収容するための導光板収容壁を有するととも
に、導光板を支持する裏面側外枠を有するものであって
もよい。
【００２９】または、上記フラットパネル型表示装置に
おいて、表示パネルは液晶表示パネルであり、かつ保持
枠の液晶表示パネルと反対側には光反射板を収容する反
射板収容壁を有するとともに、反射板を支持する裏面側
外枠を有するものであってもよい。
【００３０】本発明において、裏面側基板の面積は表面
側基板の面積より大きいことを特徴とする。さらに、裏
面側基板は、その端面と周支持部に当接する面との間の
稜線部が面取り加工されていることをも特徴とする。
【００３１】また、保持枠の角部には端面支持部が裏面
側基板の角部と離間するように端面支持部が選択的に設
けられていることを特徴とする。例えば保持壁の隅部に
切込部を形成すれば、液晶パネルの角部の保持壁への干
渉を確実に防止させることができ、液晶パネルの角部が
保持壁に干渉することによる不具合を防止することがで
きる。
【００３２】さらにまた、表示パネルの少なくとも一辺
では対向する基板の端面が実質的に同一面内に位置して
いることをも特徴とする。
【００３３】また、上記フラットパネル型表示装置にお
いて、外枠は表面側外枠と裏面側外枠とから構成され、
表面側外枠は表示パネルを構成する他方の基板を保持枠
側に押しつけるように構成されているとともに、裏面側
外枠は保持枠を表示パネル側に押しつけるように構成さ
れていることを特徴とする。
【００３４】とくに本発明によれば、板状の光源である
バックライトの導光板と、互いに貼り合わされた一対の
透光性を有するパネル材を具備した液晶パネルと、これ
ら導光板及び液晶パネルを、その周囲を保持して互いに
面方向に沿って並設させる保持枠とを有する液晶表示装
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置であって、保持枠には、液晶パネルの周囲を囲う保持
壁が形成され、該保持壁は、パネル材同士の境界よりも
一方のパネル材側にて、該一方のパネル材の端面のみに
当接可能な保持面を有することを特徴とする液晶表示装
置が得られる。
【００３５】このように、液晶パネルの周囲を囲う保持
壁に、パネル材同士の境界よりも一方のパネル材側に
て、この一方のパネル材の端面のみに当接可能な保持面
が形成されているので、液晶パネルの装着時や装着後
に、液晶パネルのパネル材同士の境目のエッジが保持壁
に当接することにより保持壁が削られて発生した異物が
液晶パネルと導光板との間に入り込んで表示に不具合を
生じさせてしまうような不都合を確実に防止することが
できる。さらにパネル材同士の境界よりも下方のパネル
材側にて、この下方のパネル材のみに保持面が当接可能
とされているので、上下のパネル材のずれによって形成
されたエッジが保持壁に干渉して削ってしまうような不
具合を確実に防止させることができる。
【００３６】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【００３７】以下、本発明による表示装置の例として、
表示パネルに液晶表示パネルを採用し、かつバックライ
ト用の導光部材を備えた透過型液晶表示装置を実施の形
態例として説明する。
【００３８】なお、前述した従来技術と同一構造部分に
は、同一符号を付して説明を省略する。
【００３９】図１及び図２に示すように、本実施の形態
の液晶表示装置１を構成する保持枠１１の保持壁１５
は、その上部側における内周側に、テーパ部３１が形成
されている。
【００４０】このテーパ部３１は、その下端側の縁部３
１ａが、保持壁１５の内周側に収納されて装着される液
晶パネル２のパネル材４、５の境界面よりも下方側とさ
れている。
【００４１】すなわち、ＴＦＴ基板４の端面のみが保持
枠１１に当接して、ＣＦ基板５の端面が保持枠１１に接
触しないような構成としている。これにより、保持壁１
５の保持面１５ａは、その上端位置すなわち、縁部３１
ａが、パネル材４、５同士の境界位置よりも下方側とな
るように構成されている。液晶表示パネルの場合には、
液晶層が基板間に介在しているので、一対の基板の境界
は液晶層の厚み分の一定幅を持つこととなるが、その際
の境界は裏面側基板の内側表面に平行な面が基準とな
る。
【００４２】換言すれば、保持面１５ａの高さ寸法はそ
こに当接する基板４の厚み寸法より小さいということで
ある。すなわち、保持枠１１には表示パネルの裏面側基
板４の端面および周辺面にそれぞれ当接する端面支持部
となる保持壁１５および周辺支持部１３が設けられてい
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7
る。そして、端面支持部すなわち保持壁１５の支持面上
端部３１ａと周辺支持部であるスペーサ部１３の支持面
との距離が裏面側基板４の厚みより小さい構成となって
いる。したがって、この保持面１５ａは、パネル材４の
端面のみに当接可能とされている。
【００４３】図３に示すように、液晶パネル２のパネル
材４、５の境界から水平に外周側へ延長させた延長線と
テーパ部３１との交差点Ｐは、保持面１５ａから所定寸
法Ｌだけ水平に外周へ離れた位置とされている。
【００４４】つまり、液晶パネル２の下方のパネル材４
の切断面からなる端面が保持壁１５の保持面１５ａに当
接した際に、このパネル材４の上端とテーパ部３１との
間に水平方向へ所定寸法Ｌの隙間が形成されるように、
テーパ部３１が傾斜されている。なお、この所定寸法Ｌ
は、ここでは約０.５mmとしている。その理由は、液晶
パネル２を構成するパネル材４、５同士のずれ量が最大
値でも０.３mm程度であるためである。
【００４５】また、図１および図４に示すように、この
保持枠１１の保持壁１５には、周方向に間隔をあけて複
数の切欠部３２が形成されている。
【００４６】これら切欠部３２は、その深さが、保持枠
１１のスペーサ部１３の上面位置とされている。つま
り、切欠部３２の底面が、スペーサ部１３の上面と面一
とされている。
【００４７】なお、液晶パネル２のＴＣＰ２４によって
プリント基板２３が接続されている辺、つまり、ＴＦＴ
パネルであるパネル材４が突出されて露出された電極に
ＴＣＰ２４が接続された辺の端面を保持する保持壁１５
には、切欠部３２と同様の複数の切欠部３３が形成さ
れ、これら切欠部３３に、ＴＣＰ２４が通されている。
【００４８】また、保持枠１１の隅部には、互いに直交
する保持壁１５の一方側に切込部３４が形成されてお
り、これにより、液晶パネル２の角部と保持壁１５との
干渉が防止されるようになっている。
【００４９】そして、上記保持枠１１によれば、その保
持壁１５内に液晶パネル２を収納する際に、液晶パネル
２の縁部が、保持壁１５のテーパ部３１によって円滑に
案内されるので、極めて容易に保持壁１５の内周側へ液
晶パネル２が収納されて保持される。
【００５０】ここで、図５及び図６に示すように、保持
壁１５の内周側に収納させた液晶パネル２の切断面から
なる端面に、パネル材４、５のずれによって形成された
エッジ４０１，５０１があったとしても、保持壁１５の
保持面１５ａの上端位置が、パネル材４、５同士の境界
位置よりも下方側とされて、下方のパネル材４の端面の
みに当接可能とされているので、エッジ４０１，５０１
と保持壁１５とが干渉することがない。
【００５１】特に、図５に示すように、上方のパネル材
５が外周側へ突出してずれていたとしても、液晶パネル
２の下方のパネル材４の端面が保持壁１５の保持面１５
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ａに当接した際に、このパネル材４の上端とテーパ部３
１との間に水平方向へ０.５mm程度の所定寸法Ｌの隙間
が形成されるように、テーパ部３１が傾斜され、また、
液晶パネル２を構成するパネル材４、５同士のずれ量が
最大値でも０.３mm程度であるため、突出した上方のパ
ネル材５のエッジ５０１がテーパ部３１へ干渉すること
はない。
【００５２】以上、説明したように、本実施の形態の液
晶表示装置によれば、液晶パネル２の周囲を囲う保持壁
１５に、パネル材４、５同士の境界よりも一方つまり下
方のパネル材４側にて、パネル材４の端面のみに当接可
能な保持面１５ａが形成されているので、液晶パネル２
の装着時や装着後に、液晶パネル２のパネル材４、５同
士の境目のエッジが保持壁１５に当接することにより保
持壁１５が削られて異物が発生し、その異物が液晶パネ
ル２と導光板３との間に入り込んで、画面の表示に不具
合を生じさせてしまうような不都合を確実に防止するこ
とができる。
【００５３】また、液晶パネル２を保持枠１１へ収納さ
せて保持させる際に、保持壁１５に形成されたテーパ部
３１によって、液晶パネル２が保持壁１５内へ円滑に案
内されて収納されるので、保持枠１１への液晶パネル２
の収納作業の容易化を図ることができる。
【００５４】さらには、保持壁１５に形成された切欠部
３２にて保持枠１１に収納された液晶パネル２の端面を
把持することができるので、液晶パネル２の検査、メン
テナンスあるいは交換時における液晶パネル２の取り外
し作業の容易化を図ることができる。
【００５５】しかも、保持壁１５の隅部に切込部３４が
形成されているので、液晶パネル２の角部が保持壁１５
へ干渉することを確実に防止することができ、これによ
り、液晶パネル２の角部が保持壁１５に干渉することに
よる不具合を防止することができる。
【００５６】なお、上記の例では、保持枠１１の保持壁
１５の全てに、テーパ部３１を形成したが、テーパ部３
１は、少なくとも液晶パネル２の電極を有する辺以外の
辺の切断面を保持する保持壁１５に形成すれば良い。
【００５７】また、図７に示すものは、液晶パネル２の
電極を有する長手方向の１辺を除く、他の３つの端面を
保持する保持壁１５だけにテーパ部３１を形成した保持
枠１１である。
【００５８】そして、この保持枠１１の場合は、テーパ
部３１が形成されていない保持壁１５に液晶パネル２の
電極を有する長手方向の１辺の端面を当接させて位置決
めしながら、保持壁１５内に液晶パネル２を収納させ
る。このように収納させると、収納時に、保持壁１５へ
当接させた端面以外の端面が、保持壁１５に形成された
テーパ部３１によって保持壁１５内へ案内されて円滑に
収納される。
【００５９】なお、この保持枠１１の場合、特に、保持
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壁１５に当接させた端面の両側部の端面を保持する保持
壁１５のテーパ部３１のテーパ角度をなだらかにしてお
くと、さらに、円滑な収納を行うことができる。
【００６０】なお、上記保持壁１５は、液晶パネル２の
角部を保持する位置に設けておけば、液晶パネル２を確
実に保持して保持枠１１へ収納させた状態に維持させる
ことができる。
【００６１】
【発明の効果】以上、説明したように、本発明を液晶表
示装置に適用した場合には、下記の効果を得ることがで
きる。
【００６２】液晶パネルの周囲を囲う保持壁に、パネル
材同士の境界よりも一方のパネル材側にて、この一方の
パネル材の端面のみに当接可能な保持面が形成されてい
るので、液晶パネルの装着時や装着後に、液晶パネルの
パネル材同士の境目のエッジが保持壁に当接することに
より保持壁が削られて発生した異物が液晶パネルと導光
板との間に入り込んで表示に不具合を生じさせてしまう
ような不都合を確実に防止することができる。
【００６３】パネル材同士の境界よりも下方のパネル材
側にて、この下方のパネル材のみに保持面が当接可能と
されているので、上下のパネル材のずれによって形成さ
れたエッジが保持壁に干渉して削ってしまうような不具
合を確実に防止させることができる。
【００６４】液晶パネを保持枠へ収納させる際に、保持
壁に形成されたテーパ部によって、液晶パネルが保持壁
内へ円滑に案内されて収納されるので、保持枠への液晶
パネルの収納作業の容易化を図ることができる。
【００６５】保持壁に形成された切欠部にて保持枠に収
納された液晶パネルの端面を把持することができるの
で、液晶パネルの検査、メンテナンスあるいは交換時に
おける液晶パネルの取り外し作業の容易化を図ることが
できる。
【００６６】保持壁によって、液晶パネルを、その角部
を保持して収納させた状態に維持させることができる。
【００６７】保持壁の隅部に切込部が形成されているの
で、液晶パネルの角部の保持壁への干渉を確実に防止さ
せることができ、液晶パネルの角部が保持壁に干渉する
ことによる不具合を防止することができる。
【００６８】なお、本発明は液晶表示装置に限定される
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ものではなく、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示
装置やプラズマディスプレイ表示装置などの平面形表示
パネルを採用した他のフラットディスプレイ表示装置に
も適用できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による液晶表示装置
の平面図である。
【図２】図１のＢ－Ｂ線に沿った部分断面図である。
【図３】図２の部分拡大断面図である。
【図４】本発明による保持枠の部分斜視図である。
【図５】本発明における保持枠への液晶パネルの収納状
態を説明する部分断面図である。
【図６】本発明における保持枠への液晶パネルの収納状
態を説明する部分断面図である。
【図７】本発明の他の実施の形態による液晶表示装置の
平面図である。
【図８】従来の液晶表示装置の部分断面図である。
【図９】（ａ）は従来の液晶表示装置を構成する液晶パ
ネルの平面図である。（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿っ
た拡大断面図である。（ｃ）は従来の駆動回路を備えた
液晶パネルを示す平面図である。
【図１０】（ａ）従来例におけるＴＦＴ基板の切断工程
を説明する平面図である。（ｂ）は従来例におけるパネ
ル切断工程を説明する断面図である。（ｃ）は従来例に
おけるＣＦ基板の切断工程を説明する平面図である。
【図１１】従来例におけるパネル材同士のずれを説明す
る液晶パネルの端部の拡大断面図である。
【図１２】従来例における液晶パネルの収納状態を説明
する液晶表示装置の部分断面図である。
【符号の説明】
１    液晶表示装置
２    液晶パネル
３    導光板
４、５    パネル材
１１    保持枠
１５    保持壁
１５ａ    保持面
３１    テーパ部
３２、３３    切欠部
３４    切込部
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